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(57)【要約】
　この発明の医療用Ｘ線装置の一例は、内視鏡検査を行
うＣアーム透視撮影装置として用いられる。先ずコーン
ビームＣＴ撮影（ＣＢＣＴ撮影）により３次元画像（Ｃ
ＢＣＴボリュームデータ）を取得する。内視鏡検査（透
視）においてステレオグラム画像（透視右画像，透視左
画像）を作成し、当該ステレオグラム画像における各々
の投影方向での３次元画像（ＣＢＣＴボリュームデータ
）に基づく立体視画像（ＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画
像）をそれぞれ作成する。３次元画像（立体視画像）・
ステレオグラム画像では同じＸ線画像同士であるので、
これらを重畳処理してリアルタイムに表示部１４に表示
することにより、現在透視下の位置・向きを同定するこ
とが可能になる。さらに、リアルタイムのステレオグラ
ム画像から３次元座標位置を検出することにより、現在
透視下の位置・向きを同定するのがさらに容易になり、
精度よくナビゲーションを行うことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出されたＸ線に基づいて透視画像をリアルタイムに表示して診断・治療を行う医療用
Ｘ線装置であって、
　投影方向に視差を互いにつけた２つの透視画像からなるステレオグラム画像を作成する
ステレオグラム画像作成手段と、
　Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像において、前記ステレオグラム画像作成手段に
より作成された前記ステレオグラム画像における各々の投影方向での前記３次元画像に基
づく立体視画像をそれぞれ作成する立体視画像作成手段と、
　各々の投影方向での前記ステレオグラム画像と前記立体視画像作成手段でそれぞれ作成
された前記立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する重畳処理手段と、
　その重畳処理手段で重畳処理された画像をリアルタイムに表示する表示手段と、
　前記ステレオグラム画像作成手段により作成された前記ステレオグラム画像に基づいて
、リアルタイムに表示される画面上の目的物の位置から当該目的物の３次元座標位置を算
出して検出する３次元座標位置検出手段と
　を備えることを特徴とする医療用Ｘ線装置。
【請求項２】
　検出されたＸ線に基づいて透視画像をリアルタイムに表示して診断・治療を行う医療用
Ｘ線装置であって、
　局所的な関心領域を設定する関心領域設定手段と、
　（１）その関心領域設定手段で設定された前記関心領域において、前記透視画像におけ
る投影方向での、Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像に基づく立体視画像を、前記透
視画像のシフトに合わせてシフトする、もしくは（２）その関心領域設定手段で設定され
た前記関心領域において、前記透視画像における投影方向での、Ｘ線に基づいて予め得ら
れた３次元画像に基づく立体視画像を固定し、その固定された立体視画像の位置に合わせ
て前記透視画像をシフトする画像シフト手段と、
　前記関心領域において、（１）前記透視画像と前記画像シフト手段によりシフトされた
前記立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する、もしくは（２）前記立体視画像と前記画
像シフト手段によりシフトされた前記透視画像とを重ね合わせて重畳処理する重畳処理手
段と、
　その重畳処理手段で重畳処理された画像をリアルタイムに表示する表示手段と、
　前記関心領域における前記３次元画像および前記透視画像に基づいて、リアルタイムに
表示される画面上の目的物の位置から当該目的物の３次元座標位置を算出して検出する３
次元座標位置検出手段と
　を備えることを特徴とする医療用Ｘ線装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の医療用Ｘ線装置において、
　リアルタイムに表示される前記３次元座標位置が前記関心領域から外れるときに、当該
３次元座標位置が収まるように関心領域を再設定する関心領域再設定手段を備え、
　その関心領域再設定手段で再設定された関心領域で、前記画像シフト手段，前記重畳処
理手段，前記表示手段および前記３次元座標位置検出手段は繰り返し行うことを特徴とす
る医療用Ｘ線装置。
【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載の医療用Ｘ線装置において、
　投影方向に視差を互いにつけた２つの透視画像からなるステレオグラム画像を作成する
ステレオグラム画像作成手段と、
　前記３次元画像において、前記ステレオグラム画像作成手段により作成された前記ステ
レオグラム画像における各々の投影方向での前記３次元画像に基づく立体視画像をそれぞ
れ作成する立体視画像作成手段と
　を備え、
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　前記画像シフト手段は、（１）前記関心領域において、前記立体視画像作成手段でそれ
ぞれ作成された前記立体視画像を、前記ステレオグラム画像のシフトに合わせてシフトす
る、もしくは（２）前記関心領域において、前記立体視画像作成手段でそれぞれ作成され
た前記立体視画像を固定し、その固定された立体視画像の位置に合わせて前記ステレオグ
ラム画像をシフトし、
　前記重畳処理手段は、前記関心領域において、（１）前記ステレオグラム画像と前記画
像シフト手段によりシフトされた前記立体視画像とを各々の投影方向ごとに重ね合わせて
重畳処理する、もしくは（２）前記立体視画像と前記画像シフト手段によりシフトされた
前記ステレオグラム画像とを各々の投影方向ごとに重ね合わせて重畳処理し、
　前記表示手段は、前記重畳処理手段で重畳処理された画像をリアルタイムに表示し、
　前記３次元座標位置検出手段は、前記関心領域における前記３次元画像および前記ステ
レオグラム画像に基づいて前記３次元座標位置を算出して検出する
　ことを特徴とする医療用Ｘ線装置。
【請求項５】
　請求項１または請求項４に記載の医療用Ｘ線装置において、
　前記ステレオグラム画像作成手段は、前記投影方向に視差を互いにつけたリアルタイム
での透視によりそれぞれ得られ、かつ当該視差を互いにつけた２つの透視画像からなる前
記ステレオグラム画像を作成することを特徴とする医療用Ｘ線装置。
【請求項６】
　請求項１または請求項４に記載の医療用Ｘ線装置において、
　前記ステレオグラム画像作成手段は、前記３次元画像に基づいて、リアルタイムでの透
視により得られた１つの元の透視画像から、当該元の透視画像と当該元の透視画像の投影
方向に視差をつけた透視画像とからなる前記ステレオグラム画像を作成することを特徴と
する医療用Ｘ線装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の医療用Ｘ線装置において、
　前記３次元座標位置検出手段は、診断・治療の対象となる被検体の体内に挿入される挿
入部材の先端部分の位置を前記３次元座標位置として検出することを特徴とする医療用Ｘ
線装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の医療用Ｘ線装置において、
　前記挿入部材は、内視鏡，線源挿入用アプリケータ，模擬線源あるいはカテーテルワイ
ヤであることを特徴とする医療用Ｘ線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、検出されたＸ線に基づいて透視画像をリアルタイムに表示して診断・治療
を行う医療用Ｘ線装置に係り、特に、診断・治療の対象となる被検体の体内に挿入部材を
挿入しながら透視を行って診断・治療に供する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　挿入部材としては、内視鏡検査などに用いられる気管支内視鏡や、整形外科手術や血管
造影などに用いられるカテーテルやワイヤや、放射線治療計画などに用いられる線源を挿
入するためのアプリケータ（線源挿入用アプリケータ）や模擬線源などがある。内視鏡検
査では、気管支内視鏡や気管支内視鏡を介して挿入された生検（生体検査）用の鉗子など
を被検体の気管支に挿入して気管支に関する診断を行う。血管造影では、カテーテルやワ
イヤを目的部位まで血管中に挿入して診断あるいは治療を行う。放射線治療計画では、線
源挿入用アプリケータと模擬線源とを治療部位まで挿入して線源による治療計画を行う。
以下では、内視鏡検査を例に採って説明する。
【０００３】
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　内視鏡検査に先だって、Ｘ線ＣＴ（Computed Tomography）で得られた３次元データに
より、気管支の３次元画像（仮想内視鏡像）を作成することが望ましい。そして、気管支
内視鏡を被検体の気管支に挿入して所定の気管支の診断位置にまで進行させる過程で、気
管支の内腔から見た画像（気管支鏡画像）を作成し、当該画像をリアルタイムに表示する
ことで内視鏡検査を行い、気管支内視鏡の先端を誘導（すなわちナビゲート）する。この
とき、仮想内視鏡像に基づいて実際での気管支鏡の先端部分の位置を決めることが重要な
ポイントである。
【０００４】
　従来では、現在の気管支鏡画像と類似する画像（類似画像）を仮想内視鏡像から選び、
その仮想内視鏡像を参照して気管支鏡の先端部分の実際での位置を確認して決定すること
で、当該位置を同定する（例えば、特許文献１参照）。また、特許文献１においては電磁
気でその位置を同定する。
【０００５】
　ところで、末梢病変に対する気管支鏡検査では、気管支内視鏡は、例えば右主気管支か
ら上葉に入り、その後は末梢の細い気管支に挿入する。ところが、気管支内視鏡は例えば
５ｍｍ径の太さで、末梢の細い気管支は例えば１ｍｍ径の太さである。したがって、５ｍ
ｍ径の太さの気管支内視鏡が、１ｍｍ径の太さの細い気管支に挿入することができない。
また、細い気管支に太い気管支内視鏡を挿入すると当該内視鏡は挿入可能な位置までしか
進まないので、気管支の内腔から見た画像（すなわち気管支鏡画像）からは挿入可能な位
置までしか気管支の内腔を確認することができず、細い気管支の内腔まで確認することが
できない。
【０００６】
　そこで、気管支内視鏡の先端にある処置チャンネル（鉗子チャンネル）の開口部に鉗子
を挿入して、Ｘ線ＣＴで得られた仮想内視鏡像で鉗子の位置を確認して、病変（例えば腫
瘍）まで誘導して、組織等の検体を採取する。なお、極細径の気管支鏡を使用すると、比
較的に細い気管支まで挿入が可能で、そのときに分岐の方向の理解を促進する仮想内視鏡
像があると有用であるが、目的の細い気管支にまで挿入できるとは限らない。また、通常
の太さの気管支鏡を挿入する場合で、ある程度太い気管支レベルでも仮想内視鏡像が参考
になることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－５６２３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述の類似画像を選んで位置を同定する方法は、人体の組織・構造が柔
軟であるので、困難であるという問題点がある。すなわち、気管支鏡画像と、Ｘ線により
得られた類似画像との間で表示の態様が異なる。気管支鏡画像はリアルタイムに表示され
る画像であるので、例えば、呼吸しているときの人体の組織・構造が動いた位相毎の気管
支鏡画像がその都度に表示される。一方、類似画像はリアルタイムに表示される画像でな
いので、ある位相の画像でしか表示されない。したがって、両画像間で一致させるのは難
しく、類似画像を選んで位置を同定する方法は困難となる。また、内視鏡画像では透明で
粘膜が透見可能な粘液も、Ｘ線による類似画像では粘液と粘膜との区別は難しい。
【０００９】
　また、電磁気で位置を同定する方法は、先端部分の絶対的な位置はわかるが、周囲の解
剖学的な構造との関係や、先端部分の向いている方向（すなわち挿入方向）までわからな
いという問題点がある。以上の問題点より、精度ある誘導（すなわちナビゲーション）は
困難である。
【００１０】
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　この発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、精度よくナビゲーション
を行うことができる医療用Ｘ線装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　発明者らは、上記の問題を解決するために鋭意研究した結果、次のような知見を得た。
【００１２】
　すなわち、リアルタイムに表示される画像として、従来の内視鏡による気管支鏡画像に
頼るのでなく、Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像（仮想内視鏡像）に着目してみた
。してみれば、リアルタイムに表示される画像として、Ｘ線に基づいて得られた透視画像
を採用すれば、３次元画像・透視画像では同じＸ線画像同士である。したがって、目的物
の位置（内視鏡検査の場合には内視鏡の先端部分）を同定することが可能になり、気管支
内視鏡などに代表される挿入部材を被検体の体内に挿入しながら透視を行って、精度よく
ナビゲーションを行うことができるという知見を得た。
【００１３】
　また、投影方向に視差を互いにつけた２つの透視画像からなるステレオグラム画像に適
用すれば、（リアルタイムに表示される）ステレオグラム画像に基づいて３次元座標位置
を同定し、挿入方向もわかるという知見を得た。また、ステレオグラム画像に適用しなく
とも３次元画像および（リアルタイムに表示される）透視画像に基づいて３次元座標位置
を同定し、挿入方向もわかるという知見も得た。
【００１４】
　このような知見に基づくこの発明は、次のような構成をとる。
　すなわち、この発明に係る医療用Ｘ線装置（前者の発明）は、検出されたＸ線に基づい
て透視画像をリアルタイムに表示して診断・治療を行う医療用Ｘ線装置であって、投影方
向に視差を互いにつけた２つの透視画像からなるステレオグラム画像を作成するステレオ
グラム画像作成手段と、Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像において、前記ステレオ
グラム画像作成手段により作成された前記ステレオグラム画像における各々の投影方向で
の前記３次元画像に基づく立体視画像をそれぞれ作成する立体視画像作成手段と、各々の
投影方向での前記ステレオグラム画像と前記立体視画像作成手段でそれぞれ作成された前
記立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する重畳処理手段と、その重畳処理手段で重畳処
理された画像をリアルタイムに表示する表示手段と、前記ステレオグラム画像作成手段に
より作成された前記ステレオグラム画像に基づいて、リアルタイムに表示される画面上の
目的物の位置から当該目的物の３次元座標位置を算出して検出する３次元座標位置検出手
段とを備えることを特徴とするものである。
【００１５】
　この発明に係る医療用Ｘ線装置（前者の発明）によれば、ステレオグラム画像作成手段
は、投影方向に視差を互いにつけた２つの（Ｘ線に基づいて得られた）透視画像からなる
ステレオグラム画像を作成する。一方、立体視画像作成手段は、Ｘ線に基づいて予め得ら
れた３次元画像において、上述のステレオグラム画像作成手段により作成されたステレオ
グラム画像における各々の投影方向での３次元画像に基づく立体視画像をそれぞれ作成す
る。
【００１６】
　そして、重畳処理手段は、各々の投影方向でのステレオグラム画像と上述の立体視画像
作成手段でそれぞれ作成された立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する。さらに、上述
の重畳処理手段で重畳処理された画像を表示手段にリアルタイムに表示する。一方、３次
元座標位置検出手段は、ステレオグラム画像作成手段により作成されたステレオグラム画
像に基づいて、リアルタイムに表示される画面上の目的物の位置から当該目的物の３次元
座標位置を算出して検出する。上述したように、３次元画像（立体視画像）・透視画像（
ここではステレオグラム画像）では同じＸ線画像同士であるので、これらを重畳処理して
リアルタイムに表示することにより、現在透視下の位置・向きを同定することが可能にな
る。さらに、リアルタイムのステレオグラム画像から３次元座標位置を検出することによ
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り、現在透視下の位置・向きを同定するのがさらに容易になり、精度よくナビゲーション
を行うことができる。
【００１７】
　また、この発明に係る医療用Ｘ線装置（後者の発明）は、検出されたＸ線に基づいて透
視画像をリアルタイムに表示して診断・治療を行う医療用Ｘ線装置であって、局所的な関
心領域を設定する関心領域設定手段と、（１）その関心領域設定手段で設定された前記関
心領域において、前記透視画像における投影方向での、Ｘ線に基づいて予め得られた３次
元画像に基づく立体視画像を、前記透視画像のシフトに合わせてシフトする、もしくは（
２）その関心領域設定手段で設定された前記関心領域において、前記透視画像における投
影方向での、Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像に基づく立体視画像を固定し、その
固定された立体視画像の位置に合わせて前記透視画像をシフトする画像シフト手段と、前
記関心領域において、（１）前記透視画像と前記画像シフト手段によりシフトされた前記
立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する、もしくは（２）前記立体視画像と前記画像シ
フト手段によりシフトされた前記透視画像とを重ね合わせて重畳処理する重畳処理手段と
、その重畳処理手段で重畳処理された画像をリアルタイムに表示する表示手段と、前記関
心領域における前記３次元画像および前記透視画像に基づいて、リアルタイムに表示され
る画面上の目的物の位置から当該目的物の３次元座標位置を算出して検出する３次元座標
位置検出手段とを備えることを特徴とするものである。
【００１８】
　この発明に係る医療用Ｘ線装置（後者の発明）によれば、関心領域設定手段は、局所的
な関心領域を設定し、画像シフト手段は、（１）関心領域設定手段で設定された関心領域
において、（Ｘ線に基づいて得られた）透視画像における投影方向での、Ｘ線に基づいて
予め得られた３次元画像に基づく立体視画像を、透視画像のシフトに合わせてシフトする
。もしくは、画像シフト手段は、（２）（関心領域設定手段で設定された）関心領域にお
いて、透視画像における投影方向での、Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像に基づく
立体視画像を固定し、その固定された立体視画像の位置に合わせて透視画像をシフトする
。通常、被検体の体動（例えば呼吸による体動）により体内の組織・構造は拡大あるいは
縮小されるが、局所的な関心領域では拡大や縮小は無視され大きさは一定でシフトすると
見なされる。また、例えば挿入部材を挿入しながら透視を行う場合には、全体画像はさほ
ど重要でなく、関心領域さえわかればよい。そこで、上述の（１）の場合には、関心領域
において透視画像のシフトに合わせて立体視画像をシフトすることができる。また、上述
の（２）の場合には、関心領域において立体視画像を固定し、その固定された立体視画像
の位置に合わせて透視画像をシフトするので、透視画像がシフトしたとしても、固定され
た立体視画像の位置に透視画像を常に位置させて、透視画像があたかも静止しているよう
に見える。また、例えば呼吸による体動の場合には、呼吸センサに同期した３次元画像、
あるいは複数位相毎に同期した３次元画像を予め取得することで、体動による重畳処理に
対処する手法も考えられるが、呼吸センサが必要になったり、複数位相毎の画像を取得す
るために撮影回数が増して検査時間や被曝線量や処理時間の増加などがあり実用的でない
。また、被検体が大きく動けば、全て撮り直しという大きな無駄も生じる。後者の発明の
場合には、投影方向が変更されたときに透視画像の位置ズレ量に基づいて立体視画像の位
置ズレ量を算出して両者を重畳表示する手法とは相違し、局所的な関心領域では大きさは
一定と見なして立体視画像（または上述の（２）の場合には透視画像）を単にシフトする
ことで、従来のような呼吸センサは不要で、かつ複数位相毎に同期した３次元画像を予め
取得することなく、撮影回数を低減させて検査時間や被曝線量や処理時間も低減させるこ
とができる。
【００１９】
　そして、重畳処理手段は、関心領域において、（１）透視画像と上述の画像シフト手段
によりシフトされた立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する。もしくは、関心領域にお
いて、（２）立体視画像と上述の画像シフト手段によりシフトされた透視画像とを重ね合
わせて重畳処理する。さらに、上述の重畳処理手段で重畳処理された画像を表示手段にリ
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アルタイムに表示する。一方、３次元座標位置検出手段は、関心領域における３次元画像
および透視画像に基づいて、リアルタイムに表示される画面上の目的物の位置から当該目
的物の３次元座標位置を算出して検出する。上述したように、３次元画像（立体視画像）
・透視画像では同じＸ線画像同士であるので、これらを重畳処理してリアルタイムに表示
することにより、現在透視下の位置・向きを同定することが可能になる。さらに、３次元
画像およびリアルタイムの透視画像から３次元座標位置を検出することにより、現在透視
下の位置・向きを同定するのがさらに容易になり、精度よくナビゲーションを行うことが
できる。
【００２０】
　後者の発明において、リアルタイムに表示される３次元座標位置が関心領域から外れる
ときに、当該３次元座標位置が収まるように関心領域を再設定する関心領域再設定手段を
備え、その関心領域再設定手段で再設定された関心領域で、画像シフト手段，重畳処理手
段，表示手段および３次元座標位置検出手段は繰り返し行うのが好ましい。上述の関心領
域再設定手段で再設定された関心領域で、画像シフト手段，重畳処理手段，表示手段およ
び３次元座標位置検出手段は繰り返し行うことで、例えば挿入部材を挿入しながら透視を
行う場合において３次元座標位置が変動する場合に当該位置を追いながらナビゲートする
ことができる。また、ナビゲートしながら関心領域も再設定を繰り返しながら当該位置に
追従するので、当該位置を追いながら精度よくナビゲーションを行うことができる。
【００２１】
　また、前者の発明と後者の発明とを両方組み合わせることもできる。
　すなわち、後者の発明において、投影方向に視差を互いにつけた２つの透視画像からな
るステレオグラム画像を作成するステレオグラム画像作成手段と、前記３次元画像におい
て、前記ステレオグラム画像作成手段により作成された前記ステレオグラム画像における
各々の投影方向での前記３次元画像に基づく立体視画像をそれぞれ作成する立体視画像作
成手段とを備え、前記画像シフト手段は、（１）前記関心領域において、前記立体視画像
作成手段でそれぞれ作成された前記立体視画像を、前記ステレオグラム画像のシフトに合
わせてシフトする、もしくは（２）前記関心領域において、前記立体視画像作成手段でそ
れぞれ作成された前記立体視画像を固定し、その固定された立体視画像の位置に合わせて
前記ステレオグラム画像をシフトし、前記重畳処理手段は、前記関心領域において、（１
）前記ステレオグラム画像と前記画像シフト手段によりシフトされた前記立体視画像とを
各々の投影方向ごとに重ね合わせて重畳処理する、もしくは（２）前記立体視画像と前記
画像シフト手段によりシフトされた前記ステレオグラム画像とを各々の投影方向ごとに重
ね合わせて重畳処理し、前記表示手段は、前記重畳処理手段で重畳処理された画像をリア
ルタイムに表示し、前記３次元座標位置検出手段は、前記関心領域における前記３次元画
像および前記ステレオグラム画像に基づいて前記３次元座標位置を算出して検出すること
を特徴とするものである。
【００２２】
　前者の発明と後者の発明とを両方組み合わせた発明によれば、後者の発明において、前
者の発明と同様のステレオグラム画像作成手段と立体視画像作成手段とを備える。後者の
発明における画像シフト手段において、透視画像をステレオグラム画像に限定することで
、画像シフト手段は、関心領域において、上述の（１）の場合には、上述の立体視画像作
成手段でそれぞれ作成された立体視画像を、ステレオグラム画像のシフトに合わせてシフ
トする、もしくは上述の（２）の場合には、立体視画像を固定し、その固定された立体視
画像の位置に合わせてステレオグラム画像をシフトする。また、後者の発明における重畳
処理手段において、透視画像をステレオグラム画像に限定することで、重畳処理手段は、
関心領域において、ステレオグラム画像（または上述の（２）の場合には立体視画像）と
画像シフト手段によりシフトされた立体視画像（または上述の（２）の場合にはステレオ
グラム画像）とを各々の投影方向ごとに重ね合わせて重畳処理する。言い換えれば、前者
の発明における重畳処理手段において、関心領域に限定することで、関心領域において、
ステレオグラム画像（または上述の（２）の場合には立体視画像）と画像シフト手段によ
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りシフトされた立体視画像（または上述の（２）の場合にはステレオグラム画像）とを各
々の投影方向ごとに重ね合わせて重畳処理することになる。
【００２３】
　また、後者の発明における表示手段は、前者の発明における表示手段と同様に、重畳処
理手段で重畳処理された画像をリアルタイムに表示する。また、後者の発明における３次
元座標位置検出手段において、透視画像をステレオグラム画像に限定することで、３次元
座標位置検出手段は、関心領域における３次元画像およびステレオグラム画像に基づいて
３次元座標位置を算出して検出する。言い換えれば、前者の発明における３次元座標位置
検出手段において、関心領域に限定して、基となるデータにステレオグラム画像の他にも
３次元画像を追加することで、関心領域における３次元画像およびステレオグラム画像に
基づいて３次元座標位置を算出して検出することになる。それ以外の作用・効果について
は、前者の発明と後者の発明とを組み合わせたものであるので、その説明について省略す
る。
【００２４】
　上述のステレオグラム画像作成手段の一例は、投影方向に視差を互いにつけたリアルタ
イムでの透視によりそれぞれ得られ、かつ当該視差を互いにつけた２つの透視画像からな
るステレオグラム画像を作成することである。すなわち、ステレオグラム透視を行うこと
により、その都度に視差を互いにつけた２つの透視画像をリアルタイムに取得し、ステレ
オグラム画像を作成する。
【００２５】
　上述のステレオグラム画像作成手段の他の一例は、３次元画像に基づいて、リアルタイ
ムでの透視により得られた１つの元の透視画像から、当該元の透視画像と当該元の透視画
像の投影方向に視差をつけた透視画像とからなるステレオグラム画像を作成することであ
る。すなわち、（ステレオグラム透視ではない）通常の透視を行うことにより、その都度
に１つの元の透視画像をリアルタイムに取得する。そして、当該元の透視画像から、当該
元の透視画像と当該元の透視画像の投影方向に視差をつけた透視画像とからなるステレオ
グラム画像を作成する。
【００２６】
　前者の発明・後者の発明を含め、これらの発明に係る医療用Ｘ線装置において、上述の
３次元座標位置検出手段は、診断・治療の対象となる被検体の体内に挿入される挿入部材
の先端部分の位置を３次元座標位置として検出する。気管支内視鏡やカテーテルやワイヤ
や線源挿入用アプリケータなどに代表される挿入部材を被検体の体内に挿入しながら透視
を行う場合において、従来のような電磁気を用いなくとも、透視下の挿入部材の位置・向
きを同定するのが容易になる。また、挿入部材の一例は、内視鏡，線源挿入用アプリケー
タ，模擬線源あるいはカテーテルワイヤである。
【発明の効果】
【００２７】
　この発明に係る医療用Ｘ線装置（前者の発明）によれば、３次元画像（立体視画像）・
ステレオグラム画像では同じＸ線画像同士であるので、これらを重畳処理してリアルタイ
ムに表示することにより、現在透視下の位置・向きを同定することが可能になる。さらに
、リアルタイムのステレオグラム画像から３次元座標位置を検出することにより、現在透
視下の位置・向きを同定するのがさらに容易になり、精度よくナビゲーションを行うこと
ができる。
　また、この発明に係る医療用Ｘ線装置（後者の発明）によれば、３次元画像（立体視画
像）・透視画像では同じＸ線画像同士であるので、これらを重畳処理してリアルタイムに
表示することにより、現在透視下の位置・向きを同定することが可能になる。さらに、３
次元画像およびリアルタイムの透視画像から３次元座標位置を検出することにより、現在
透視下の位置・向きを同定するのがさらに容易になり、精度よくナビゲーションを行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２８】
【図１】各実施例に係るＣアーム透視撮影装置の概略構成図およびブロック図である。
【図２】（ａ）は内視鏡検査（透視）に先だって行われるＣアーム透視撮影装置によるコ
ーンビームＣＴ撮影（ＣＢＣＴ撮影）の概略図、（ｂ）はＣアーム透視撮影装置による内
視鏡検査（透視）の概略図である。
【図３】各画像のデータの流れを示す概略図である。
【図４】ＣＢＣＴボリュームデータから立体視画像（ＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像）
の作成に供する概略図である。
【図５】表示部による画像表示方式の一実施態様を示した概略図である。
【図６】気管支内視鏡の概略図である。
【図７】実施例２に係る一連のナビゲーションの流れを示すフローチャートである。
【図８】（ａ）～（ｃ）は実施例２に係る表示部による一実施態様を示した概略図である
。
【図９】（ａ）～（ｃ）は実施例２に係る表示部による一実施態様を示した概略図である
。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は実施例２に係る表示部による一実施態様を示した概略図であ
る。
【図１１】実施例２に係る表示部による一実施態様を示した概略図である。
【図１２】変形例に係るＣＢＣＴボリュームデータから立体視画像（ＣＢＣＴ右画像，Ｃ
ＢＣＴ左画像）の作成に供する概略図である。
【図１３】１つの焦点を有した通常のＸ線管２を採用した変形例に係るＣアーム透視撮影
装置の概略図であり、（ａ）は内視鏡検査（透視）に先だって行われるＣアーム透視撮影
装置によるコーンビームＣＴ撮影（ＣＢＣＴ撮影）の概略図、（ｂ）はＣアーム透視撮影
装置による内視鏡検査（透視）の概略図である。
【実施例１】
【００２９】
　以下、図面を参照してこの発明の実施例１を説明する。図１は、各実施例に係るＣアー
ム透視撮影装置の概略構成図およびブロック図であり、図２（ａ）は、内視鏡検査（透視
）に先だって行われるＣアーム透視撮影装置によるコーンビームＣＴ撮影（ＣＢＣＴ撮影
）の概略図であり、図２（ｂ）は、Ｃアーム透視撮影装置による内視鏡検査（透視）の概
略図である。後述する実施例２、３も含めて、本実施例１では、医療用Ｘ線装置として、
Ｃアーム透視撮影装置を例に採って説明するとともに、挿入部材として、内視鏡を例に採
って説明する。
【００３０】
　後述する実施例２、３も含めて、本実施例１に係るＣアーム透視撮影装置は、図１に示
すように、被検体Ｍを載置する天板１に対して独立して動くように構成されている。Ｃア
ーム透視撮影装置は、Ｘ線管２およびＸ線検出器３からなる映像系４を備えている。後述
する実施例２、３も含めて、本実施例１では、Ｘ線管２は、２つの焦点を有した１つの管
球（ステレオＸ線管球）である。具体的には、図２に示すように、パルスで焦点切り換え
を行うことができ、左右交互でＸ線を切り換え照射しながら左右透視画像をリアルタイム
に表示する。
【００３１】
　この他に、Ｃアーム透視撮影装置は、一端でＸ線管２を保持し、他端でＸ線検出器３を
保持するＣアーム５を備えている。Ｃアーム５は、回転中心軸ｘ方向に湾曲状に形成され
ている。Ｃアーム５は、Ｃアーム５自身に沿って被検体Ｍの体軸ｚの軸心周りに（矢印Ｒ
Ａ方向に）回転することで、Ｃアーム５に保持されたＸ線管２およびＸ線検出器３も同方
向に回転することが可能である。さらに、Ｃアーム５は体軸ｚと直交する回転中心軸ｘの
軸心周りに（矢印ＲＢ方向に）回転することで、Ｘ線管２およびＸ線検出器３も同方向に
回転することが可能である。
【００３２】
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　具体的には、Ｃアーム５は、床面に固定配置された基台６に、支柱７およびアーム保持
部８を介して保持される。基台６に対して支柱７は、鉛直軸の軸心周りに（矢印ＲＣ方向
）に回転可能で、この回転により支柱７に保持されたＣアーム５ごと映像系４も同方向に
回転することが可能である。また、支柱７に対してアーム保持部８を回転中心軸ｘの軸心
周りに回転可能に保持することで、アーム保持部８に保持されたＣアーム５ごと映像系４
も同方向に回転することができる。また、アーム保持部８に対してＣアーム５を被検体Ｍ
の体軸ｚの軸心周りに回転可能に保持することで、Ｃアームごと映像系４も同方向に回転
することができる。
【００３３】
　さらに、Ｃアーム透視撮影装置は、図１に示すように、Ｘ線検出器３で検出されたＸ線
に基づいて各種の画像処理を行う画像処理部１１と、画像処理部１１で得られた各画像（
各実施例ではＣＢＣＴボリュームデータや立体視画像や重畳処理後の画像）などのデータ
を書き込んで記憶するメモリ部１２と、データや命令を入力する入力部１３と、透視画像
やＣＢＣＴ画像やこれらを重畳処理した画像を表示する表示部１４と、これらを統括制御
するコントローラ１５とを備えている。その他にも、高電圧を発生して管電流や管電圧を
Ｘ線管２に与える高電圧発生部などを備えているが、この発明の特徴部分あるいは特徴部
分に関連する構成でないので、図示を省略する。画像処理部１１は、この発明におけるス
テレオグラム画像作成手段，立体視画像作成手段および重畳処理手段に相当し、表示部１
４は、この発明における表示手段に相当し、コントローラ１５は、この発明における３次
元座標位置検出手段に相当する。
【００３４】
　画像処理部１１は、内視鏡検査（透視）時には、Ｘ線検出器３で検出されたＸ線に基づ
く投影像を透視画像として、コントローラ１５を介して、表示部１４に送り込んで、透視
画像を表示部１４にリアルタイムに表示する。透視画像を表示部１４にリアルタイムに表
示することにより、オペレータ（術者）は透視画像をリアルタイムにモニタリングする。
【００３５】
　後述する実施例３も含めて、本実施例１では、図２（ｂ）に示すように、Ｘ線管２から
パルスで焦点切り換えを行うことにより、左右交互でＸ線を切り換え照射してＸ線検出器
３でそれぞれ検出されたＸ線に基づく２つの投影像を、画像処理部１１は、投影方向に視
差を互いにつけた２つの透視画像（透視右画像，透視左画像）とする。すなわち、画像処
理部１１は、投影方向に視差を互いにつけたリアルタイムでの透視によりそれぞれ得られ
、かつ当該視差を互いにつけた２つの透視画像（透視右画像，透視左画像）からなるステ
レオグラム画像を作成する。
【００３６】
　さらに、後述する実施例２、３も含めて、本実施例１では、内視鏡検査（透視）に先だ
って、映像系４を各方向（例えば図１や図２（ａ）に示す矢印ＲＡ方向に約２００°回転
）に動かして、図２（ａ）に示すように、１つの焦点のみからコーンビーム(CB: Cone Be
am)状のＸ線を照射してＸ線検出器３で検出することにより、コーンビームＣＴ撮影（Ｃ
ＢＣＴ撮影）を行う。
【００３７】
　内視鏡検査（透視）に先だって行われるコーンビームＣＴ撮影（ＣＢＣＴ撮影）時には
、映像系４を各方向に動かして収集された複数の投影像に基づいて、画像処理部１１は、
３次元再構成して３次元画像（ＣＢＣＴボリュームデータ）を作成する。さらに、画像処
理部１１は、その３次元画像（ＣＢＣＴボリュームデータ）に基づいて、立体視画像とし
て後述するＣＢＣＴ右画像およびＣＢＣＴ左画像（図３～図５を参照）をそれぞれ作成す
る。これらのＣＢＣＴボリュームデータや立体視画像（ＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像
）を、コントローラ１５を介して、メモリ部１２に書き込んで記憶する。具体的な３次元
再構成の手法（演算手法）や、立体視画像（ＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像）の具体的
な生成の手法（演算手法）については、この発明の特徴部分でないので、説明を省略する
。
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【００３８】
　さらに、画像処理部１１は、各々の投影方向でのステレオグラム画像（透視右画像，透
視左画像）と立体視画像（ＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像）とを重ね合わせて重畳処理
する。具体的には、透視右画像とＣＢＣＴ右画像とを重ね合わせて重畳処理し、透視左画
像とＣＢＣＴ左画像とを重ね合わせて重畳処理する。これらの重畳処理された画像（重畳
処理後の画像）についても、コントローラ１５を介して、メモリ部１２に書き込んで記憶
する。
【００３９】
　メモリ部１２は、コントローラ１５を介して、画像処理部１１で作成されたＣＢＣＴボ
リュームデータや立体視画像（ＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像）や重畳処理後の画像な
どのデータを書き込んで記憶し、適宜必要に応じて読み出して、コントローラ１５を介し
て、これらのデータを表示部１４に送り込んで表示する。メモリ部１２は、ＲＯＭ（Read
-only Memory）やＲＡＭ（Random-Access Memory）やハードディスクなどに代表される記
憶媒体で構成されている。後述する実施例２、３も含めて、本実施例１では、内視鏡検査
（透視）時に立体視画像（ＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像）や重畳処理後の画像をメモ
リ部１２から読み出して表示部１４に表示する。
【００４０】
　入力部１３は、オペレータが入力したデータや命令をコントローラ１５に送り込む。入
力部１３は、マウスやキーボードやジョイスティックやトラックボールやタッチパネルな
どに代表されるポインティングデバイスで構成されている。
【００４１】
　表示部１４は、モニタで構成されている。後述する実施例２、３も含めて、本実施例１
では、表示部１４は、一対の画像を３次元的に表示（３Ｄ表示）する３Ｄモニタ、あるい
は両眼型ヘッドマウントディスプレイ（２画面ヘッドマウントディスプレイ）等の３Ｄ表
示部で構成されている。具体的な表示については、図５で後述する。
【００４２】
　コントローラ１５は、Ｘ線血管撮影装置を構成する各部分を統括制御する。後述する実
施例２、３も含めて、本実施例１では、リアルタイムに表示される画面上の目的物の位置
（各実施例では気管支内視鏡の先端部分の位置）から当該目的物の３次元座標位置を算出
して検出する３次元座標位置検出の機能を有する。特に、本実施例１では、画像処理部１
１により作成されたステレオグラム画像（透視右画像，透視左画像）に基づいて、コント
ローラ１５は３次元座標位置を算出して検出する。上述の画像処理部１１やコントローラ
１５は、中央演算処理装置（ＣＰＵ）などで構成されている。画像処理部１１で得られた
各画像などのデータを、コントローラ１５を介して、メモリ部１２に書き込んで記憶、あ
るいは表示部１４に送り込んで表示する。
【００４３】
　続いて、各画像の生成および表示について、図３～図６を参照して説明する。図３は、
各画像のデータの流れを示す概略図であり、図４は、ＣＢＣＴボリュームデータから立体
視画像（ＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像）の作成に供する概略図であり、図５は、表示
部による画像表示方式の一実施態様を示した概略図であり、図６は、気管支内視鏡の概略
図である。
【００４４】
　図４では、ＣＢＣＴ右画像を作成する投影方向を「Ａ」方向とするとともに、ＣＢＣＴ
左画像を作成する投影方向を「Ｂ」方向とする。また、リアルタイムに表示される透視右
画像の投影方向を上述のＡ方向とし、Ａ方向に対して視差をつけた方向を上述のＢ方向と
すると、Ｂ方向から得られた透視画像が透視左画像となる。つまり、ＣＢＣＴ右画像，Ｃ
ＢＣＴ左画像における各投影方向（Ａ，Ｂ方向）がなす相対角度θは、Ｃアーム５（図１
および図２を参照）の透視角度にも依存し、交差法では相対角度θは５°～１０°程度で
ある。したがって、図３に示すように、ＣＢＣＴ撮影位置情報およびステレオＸ線管球の
Ｘ線管２（図１および図２を参照）から照射された透視位置情報に基づいて、３次元画像
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（ＣＢＣＴボリュームデータ）に基づくＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像をそれぞれ作成
することができる。
【００４５】
　より具体的に説明すると、図３に示すように、画像処理部１１（図１を参照）は、内視
鏡検査（透視）に先だって行われたコーンビームＣＴ撮影（ＣＢＣＴ撮影）で得られた複
数の投影画像に基づいて３次元画像（ＣＢＣＴボリュームデータ）を作成する。作成され
たＣＢＣＴボリュームデータをコントローラ１５（図１を参照）を介して、メモリ部１２
（図１を参照）に書き込んで記憶する。
【００４６】
　そして、内視鏡検査（透視）時に、予め得られた（メモリ部１２に記憶された）ＣＢＣ
Ｔボリュームデータを（コントローラ１５を介して）読み出して、画像処理部１１は、当
該ＣＢＣＴボリュームデータにおいて、同じく画像処理部１１により作成されたステレオ
グラム画像（透視右画像，透視左画像）における各々の投影方向（図４のＡ，Ｂ方向）で
のＣＢＣＴボリュームデータに基づく立体視画像（ＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像）を
それぞれ作成する。すなわち、ＣＢＣＴ撮影位置情報や透視位置情報に基づいてＣＢＣＴ
右画像，ＣＢＣＴ左画像をそれぞれ作成する。作成されたＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画
像を、コントローラ１５を介して、メモリ部１２に書き込んで記憶、あるいは表示部１４
（図１、図３および図５を参照）に送り込んで表示する。
【００４７】
　一方、内視鏡検査（透視）時に、画像処理部１１は、透視右画像，透視左画像を作成す
るとともに、各々の透視画像とＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像とを重ね合わせて重畳処
理して重畳処理後の画像（右画像，左画像）を作成する。リアルタイムに表示するために
、内視鏡検査（透視）時には、メモリ部１２に書き込まずに、コントローラ１５を介して
表示部１４に送り込んで表示する。このように表示部１４に直接に表示することにより、
重畳処理後の画像（右画像，左画像）を表示部１４にリアルタイムに表示する。ただし、
重畳処理後の画像（右画像，左画像）を後で利用するために、コントローラ１５を介して
メモリ部１２に書き込んで記憶することもできる。
【００４８】
　表示部１４は、図５に示すように４つのモニタからなる。図５の場合には、ＣＢＣＴ右
画像，ＣＢＣＴ左画像（「操作計画図」とも呼ぶ）を表示するモニタ１４Ａ、気管支の内
腔から見た画像（気管支鏡画像）を表示するモニタ１４Ｂ、透視右画像，透視左画像をリ
アルタイムに表示するモニタ１４Ｃおよび重畳処理後の画像（右画像，左画像）をリアル
タイムに表示するモニタ１４Ｄからなる。
【００４９】
　また、一対の画像を３次元的に表示（３Ｄ表示）する３Ｄモニタの場合には、モニタ１
４Ｃでは、透視右画像を３Ｄモニタの左右眼用画像の一方（ここでは右眼用画像）とし、
透視左画像を３Ｄモニタの他方の左右眼用画像（ここでは左眼用画像）とするということ
を意味する。そして、当該３Ｄモニタの場合には、モニタ１４Ｄでは、透視右画像とＣＢ
ＣＴ右画像とを重ね合わせて重畳処理した画像（右画像）を３Ｄモニタの左右眼用画像の
一方（ここでは右眼用画像）とし、透視左画像とＣＢＣＴ左画像とを重ね合わせて重畳処
理した画像（左画像）を他方の左右眼用画像（ここでは左眼用画像）とするということを
意味する。
【００５０】
　一方、両眼型ヘッドマウントディスプレイ（２画面ヘッドマウントディスプレイ）の場
合には、モニタ１４Ｃでは、透視右画像，透視左画像を並べてステレオグラム画像として
表示し、モニタ１４Ｄでは、透視右画像とＣＢＣＴ右画像とを重ね合わせて重畳処理した
画像（右画像），透視左画像とＣＢＣＴ左画像とを重ね合わせて重畳処理した画像（左画
像）を並べてステレオグラム画像として表示する。当該両眼型ヘッドマウントディスプレ
イの場合には、一対の画像を左右に表示し、オペレータ自身が立体視を行う形の表示も可
能である。この構成であれば、３Ｄモニタのような特殊な機器を必要とせずに、従来の装
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置構成（通常のモニタ）で実現することが可能である。
【００５１】
　内視鏡検査（透視）時には、図６に示すような気管支内視鏡２１を用いる。気管支内視
鏡２１は、ワイヤ状のガイド部２２と、撮像素子や生検（生体検査）用の鉗子を挿入する
ための処置チャンネルなどからなる先端部分２３とを備えている。なお、内視鏡検査（透
視）時に気管支内視鏡２１の撮像素子で得られた画像を表示部１４にリアルタイムに表示
してもよい。ガイド部２２を介して、先端部分２３を被検体Ｍ（図１および図２を参照）
の体内（口腔および気管支）に案内することによって、気管支内視鏡２１を体内に挿入す
る。気管支内視鏡２１は、この発明における挿入部材に相当する。
【００５２】
　なお、リアルタイムに表示される図５に示すモニタ１４Ｃ，１４Ｄの画面上には、図６
に示す気管支内視鏡２１が画像としてリアルタイムに表示される。図５において、気管支
内視鏡２１全体の画像を符号１４ａとし、ガイド部２２の画像を符号１４ｂとし、先端部
分２３の画像を符号１４ｃとする。ステレオグラム画像（透視右画像，透視左画像）に基
づいて、コントローラ１５（図１を参照）は、リアルタイムに表示される画面上の目的物
の位置（ここでは気管支内視鏡２１の先端部分２３の位置）から当該目的物の３次元座標
位置を算出して検出する。ガイド部２２の画像１４ｂも含め、先端部分２３の画像１４ｃ
における画素値は、周囲の画素値に対して著しく異なるので、コントローラ１５は３次元
座標位置を自動で演算して求めることが可能である。もちろん、先端部分２３の画像１４
ｃをオペレータが認識して、画像１４ｃに該当する画面上の箇所に、オペレータが入力部
１３（図１を参照）によりポインタを合わせて手動で入力することにより、当該箇所に基
づいてコントローラ１５は３次元座標位置を求めてもよい。また、手動と自動とを両方組
み合わせてもよい。
【００５３】
　本実施例１に係るＣアーム透視撮影装置によれば、ステレオグラム画像作成手段（本実
施例１では画像処理部１１）は、投影方向に視差を互いにつけた２つの（Ｘ線に基づいて
得られた）透視画像からなるステレオグラム画像を作成する。一方、立体視画像作成手段
（本実施例１では画像処理部１１）は、内視鏡検査（透視）に先だって行われたコーンビ
ームＣＴ撮影（ＣＢＣＴ撮影）により、Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像（本実施
例１ではＣＢＣＴボリュームデータ）において、上述のステレオグラム画像作成手段（画
像処理部１１）により作成されたステレオグラム画像における各々の投影方向での３次元
画像（ＣＢＣＴボリュームデータ）に基づく立体視画像（本実施例１ではＣＢＣＴ右画像
，ＣＢＣＴ左画像）をそれぞれ作成する。
【００５４】
　そして、重畳処理手段（本実施例１では画像処理部１１）は、各々の投影方向でのステ
レオグラム画像（本実施例１では透視右画像，透視左画像）と上述の立体視画像作成手段
（画像処理部１１）でそれぞれ作成された立体視画像（ＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ左画像
）とを重ね合わせて重畳処理する。さらに、上述の重畳処理手段（画像処理部１１）で重
畳処理された画像（重畳処理後の右画像，重畳処理後の左画像）を表示手段（本実施例１
では表示部１４のモニタ１４Ｄ）にリアルタイムに表示する。一方、３次元座標位置検出
手段（本実施例１ではコントローラ１５）は、ステレオグラム画像作成手段（画像処理部
１１）により作成されたステレオグラム画像（透視右画像，透視左画像）に基づいて、リ
アルタイムに表示される画面上の目的物の位置（本実施例１では気管支内視鏡２１の先端
部分２３の位置）から当該目的物の３次元座標位置を算出して検出する。
【００５５】
　上述したように、３次元画像（立体視画像）・透視画像（ここではステレオグラム画像
）では同じＸ線画像同士であるので、これらを重畳処理してリアルタイムに表示すること
により、現在透視下の位置・向きを同定することが可能になる。さらに、リアルタイムの
ステレオグラム画像から３次元座標位置を検出することにより、現在透視下の位置・向き
を同定するのがさらに容易になり、精度よくナビゲーションを行うことができる。
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【００５６】
　後述する実施例３も含めて、本実施例１では、ステレオグラム画像作成手段（画像処理
部１１）は、投影方向（各実施例ではＡ，Ｂ方向）に視差を互いにつけたリアルタイムで
の透視によりそれぞれ得られ、かつ当該視差を互いにつけた２つの透視画像（透視右画像
，透視左画像）からなるステレオグラム画像を作成している。すなわち、ステレオグラム
透視を行うことにより、その都度に視差を互いにつけた２つの透視画像（透視右画像，透
視左画像）をリアルタイムに取得し、ステレオグラム画像を作成する。
【００５７】
　後述する実施例２、３も含めて、本実施例１では、Ｃアーム透視撮影装置において、上
述の３次元座標位置検出手段（コントローラ１５）は、診断・治療の対象となる被検体Ｍ
の体内に挿入される挿入部材（各実施例では気管支内視鏡２１）の先端部分の位置を３次
元座標位置として検出している。各実施例のように、気管支内視鏡２１やカテーテルやワ
イヤや線源挿入用アプリケータなどに代表される挿入部材を被検体Ｍの体内に挿入しなが
ら透視を行う場合において、従来のような電磁気を用いなくとも、透視下の挿入部材（気
管支内視鏡２１）の位置・向きを同定するのが容易になる。また、後述する実施例２、３
も含めて、本実施例１では、挿入部材は気管支内視鏡２１である。
【実施例２】
【００５８】
　次に、図面を参照してこの発明の実施例２を説明する。図７は、実施例２に係る一連の
ナビゲーションの流れを示すフローチャートであり、図８～図１１は、実施例２に係る表
示部による一実施態様を示した概略図である。上述した実施例１と共通する箇所について
は、同じ符号を付してその説明を省略する。また、図１に示すように、本実施例２に係る
Ｃアーム透視撮影装置は、実施例１に係るＣアーム透視撮影装置と同じ構成である。
【００５９】
　上述した実施例１では、重畳処理の対象は全体画像であったが、本実施例２では、内視
鏡検査（透視）に先だって行われたコーンビームＣＴ撮影（ＣＢＣＴ撮影）により、Ｘ線
に基づいて予め得られた３次元画像（ＣＢＣＴボリュームデータ）において、全体画像か
ら局所的な関心領域(ROI: Region Of Interest)に限定して重畳処理を行う。また、実施
例１では、透視画像をステレオグラム画像に限定したが、後述する理由により、本実施例
２では透視画像を必ずしもステレオグラム画像に限定する必要はない。透視画像を得るに
は、透視時においても、図２（ａ）に示すように１つの焦点のみからＸ線を照射してＸ線
検出器３で検出すればよい。なお、後述する実施例３では、上述した実施例１と同様に透
視画像をステレオグラム画像に限定している。
【００６０】
　「課題を解決するための手段」の欄における後者の発明の作用・効果でも述べたように
、気管支内視鏡などに代表される挿入部材を挿入しながら透視を行う場合には、全体画像
はさほどに重要でなく、関心領域さえわかればよい。したがって、関心領域（ＲＯＩ）に
おいて、透視画像と３次元画像（ＣＢＣＴボリュームデータ）とを重ね合わせて重畳処理
すれば、気管支内視鏡の先端部分の位置・向きが十分にわかるというのが、本実施例２で
は透視画像を必ずしもステレオグラム画像に限定する必要はないという理由である。ただ
、透視画像上で気管支内視鏡の位置・向きをより一層正確に同定する意味では、後述する
実施例３のように、透視画像としてステレオグラム画像を適用するのがより好ましい。
【００６１】
　さらに、本実施例２では、Ｃアーム透視撮影装置は、局所的な関心領域（ＲＯＩ）を設
定する関心領域設定・関心領域再設定の機能を有する。当該関心領域設定・関心領域再設
定の機能については、コントローラ１５（図１を参照）が有してもよい。すなわち、気管
支内視鏡２１（図６を参照）全体の画像１４ａ（図５を参照）における画素値が周囲の画
素値に対して著しく異なるのを利用して、気管支内視鏡２１の挿入に追従するのをコント
ローラ１５が関心領域（ＲＯＩ）を自動で演算して設定・再設定してもよい。もちろん、
当該関心領域設定・関心領域再設定の機能については、入力部１３（図１を参照）が有し
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てもよい。すなわち、気管支内視鏡２１の先端部分２３（図６を参照）の画像１４ｃ（図
５を参照）をオペレータが認識して、画像１４ｃに該当する画面上の箇所に、オペレータ
が入力部１３（図１を参照）によりポインタを合わせて手動で入力することにより、当該
箇所を含むように関心領域（ＲＯＩ）を手動で設定・再設定してもよい。また、手動と自
動とを両方組み合わせてもよい。
【００６２】
　さらに、関心領域設定の機能についてはコントローラ１５が有し、関心領域再設定の機
能については入力部１３が有することで、関心領域（ＲＯＩ）の設定については自動で行
い、気管支内視鏡２１の挿入に追従した関心領域（ＲＯＩ）の再設定については手動で行
ってもよい。逆に、関心領域設定の機能については入力部１３が有し、関心領域再設定の
機能についてはコントローラ１５が有することで、関心領域（ＲＯＩ）の設定については
手動で行い、気管支内視鏡２１の挿入に追従した関心領域（ＲＯＩ）の再設定については
自動で行ってもよい。関心領域（ＲＯＩ）の設定について自動で行う場合には、コントロ
ーラ１５は、関心領域設定手段に相当し、関心領域（ＲＯＩ）の設定について手動で行う
場合には、入力部１３は、関心領域設定手段に相当し、関心領域（ＲＯＩ）の設定につい
て手動と自動とを組み合わせて行う場合には、入力部１３およびコントローラ１５は、関
心領域設定手段に相当する。また、関心領域（ＲＯＩ）の再設定について自動で行う場合
には、コントローラ１５は、関心領域再設定手段に相当し、関心領域（ＲＯＩ）の再設定
について手動で行う場合には、入力部１３は、関心領域再設定手段に相当し、関心領域（
ＲＯＩ）の再設定について手動と自動とを組み合わせて行う場合には、入力部１３および
コントローラ１５は、関心領域再設定手段に相当する。
【００６３】
　さらに、本実施例２では、Ｃアーム透視撮影装置は、設定された関心領域（ＲＯＩ）に
おいて、透視画像における投影方向での、３次元画像（ＣＢＣＴボリュームデータ）に基
づく立体視画像を、透視画像のシフトに合わせてシフトする画像シフトの機能を有する。
通常、被検体Ｍ（図１および図２を参照）の体動（例えば呼吸による体動）により体内の
組織・構造は拡大あるいは縮小されるが、局所的な関心領域（ＲＯＩ）では拡大や縮小は
無視され大きさは一定でシフトすると見なされる。そこで、画像処理部１１（図１を参照
）は、関心領域（ＲＯＩ）において透視画像のシフトに合わせて立体視画像のシフト量を
演算して求め、立体視画像をシフトする。
【００６４】
　また、本実施例２では、画像処理部１１は、関心領域（ＲＯＩ）において、透視画像と
シフトされた立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する。表示部１４（図１を参照）の構
成については、上述した実施例１と同じ構成であるので、その説明を省略する。本実施例
２では、画像処理部１１は、この発明における画像シフト手段に相当する。また、画像処
理部１１は、この発明における重畳処理手段にも相当し、表示部１４は、この発明におけ
る表示手段に相当し、コントローラ１５は、この発明における３次元座標位置検出手段に
相当する。
【００６５】
　本実施例２に係る一連のナビゲーションについては、図７に示すフローチャートにした
がって行う。なお、図８～図１１中の符号Ｔ（「○」を参照）は病変（例えば腫瘍）であ
る。
【００６６】
　（ステップＳ１）気管支内視鏡の挿入開始
　先ず、気管支内視鏡２１（図６を参照）を被検体Ｍ（図１および図２を参照）の体内（
口腔および気管支）に挿入することにより、気管支内視鏡２１の挿入開始を行う。主要気
管支については、気管支内視鏡２１の撮像素子により気管支の内腔から見た画像を撮像す
ることによりリアルタイムにモニタリングしながら気管支内視鏡２１を内部に進行させて
操作する。また、それに並行して、主要気管支に関する透視画像を、図８（ａ）に示すよ
うに、表示部１４のモニタ１４Ｄにリアルタイムに表示する。このとき、主要気管支の内
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部に進行する気管支内視鏡２１全体の画像１４ａもモニタ１４Ｄにリアルタイムに表示さ
れる。そして、気管支内視鏡２１が進行不可になるまで続行する。なお、このステップＳ
１では重畳処理前であるので、図５に示すモニタ１４Ｃにリアルタイムに表示してもよい
。このとき、図８（ａ）に示すように、通常の透視下では（例えば末梢の）細い気管支は
見えない。
【００６７】
　（ステップＳ２）ＣＢＣＴ撮影
　そこで、気管支内視鏡２１の進行が不可になった時点で、コーンビームＣＴ撮影（ＣＢ
ＣＴ撮影）を行い、複数の投影画像を取得する。そして、これらの投影画像に基づいて３
次元再構成して３次元画像（ＣＢＣＴボリュームデータ）を作成する。
【００６８】
　どこまで気管支内視鏡２１が挿入されているか確認できれば、気管支内視鏡２１が挿入
されていない段階で予め撮影した３次元画像、また気管支内視鏡２１を抜去して撮影した
３次元画像を使用してもよい。この場合、気管支内視鏡２１によるＸ線へのアーティファ
クト、干渉が軽減される。
【００６９】
　（ステップＳ３）内視鏡検査
　ステップＳ２のコーンビームＣＴ撮影（ＣＢＣＴ撮影）の後に、細かい気管支まで透視
できるように、Ｘ線管２およびＸ線検出器３からなる映像系４（いずれも図１および図２
を参照）を動かして、細かい気管支に関する透視画像を、図８（ｂ）に示すように、表示
部１４のモニタ１４Ｄにリアルタイムに表示する。このとき、進行が不可になった気管支
内視鏡２１全体の画像１４ａもモニタ１４Ｄにリアルタイムに表示される。このようにし
て内視鏡検査（透視）を行う。
【００７０】
　（ステップＳ４）ＲＯＩ設定・再設定
　そして、コントローラ１５（図１を参照）が局所的な関心領域（ＲＯＩ）を自動で設定
、あるいは気管支内視鏡２１の先端部分２３（図６を参照）の画像１４ｃ（図５を参照）
に該当する画面上の箇所にオペレータが入力部１３（図１を参照）によりポインタを合わ
せて手動で入力して当該関心領域（ＲＯＩ）を手動で設定する。関心領域（ＲＯＩ）の大
きさについては特に限定されないが、気管支の次なる分岐点が含まれる程度の大きさがよ
り好ましい。図８（ｃ）において、最初に設定された関心領域（ＲＯＩ）を符号ＲＯＩ１

とし、先端部分２３から延びた鉗子にマーキングするランドマークを符号Ｍ（「●」を参
照）とする。
【００７１】
　設定された関心領域ＲＯＩ１において、ステップＳ２のコーンビームＣＴ撮影（ＣＢＣ
Ｔ撮影）で得られた３次元画像に基づく立体視画像のシフト量を、透視画像のシフトに合
わせて、画像処理部１１（図１を参照）は演算して求め、当該立体視画像をシフトする。
さらに、当該関心領域ＲＯＩ１において、透視画像とシフトされた立体視画像とを重ね合
わせて重畳処理し、その重畳処理された画像（重畳処理後の画像）をモニタ１４Ｄにリア
ルタイムに表示（以下、「シフト表示」と略記）する。
【００７２】
　数呼吸分、シフト表示を繰り返し、呼吸に合わせた周期に同期したフレームレートで表
示することにより周期表示をロック（固定）すれば、モニタ１４Ｄには同じ位置で重畳処
理後の画像が動かないように表示される。このとき、鉗子にランドマークＭをマーキング
する。マーキングについてはコントローラ１５により自動で行ってもよいし、入力部１３
により手動で行ってもよい。
【００７３】
　当該関心領域ＲＯＩ１における３次元画像（立体視画像）および透視画像とに基づいて
、コントローラ１５は、リアルタイムに表示される画面上の目的物の位置（ここでは気管
支内視鏡２１の先端部分２３の位置）から当該目的物の３次元座標位置を算出して検出す



(17) JP WO2013/145010 A1 2013.10.3

10

20

30

40

50

る。
【００７４】
　シフト表示した状態で、気管支内視鏡２１の位置・向きを同定することができるので、
細い気管支においても気管支内視鏡２１を再度に進行させることができる。リアルタイム
に表示しながら、気管支内視鏡２１を進行させると、図９（ａ）に示すように、気管支の
次なる分岐点にて気管支内視鏡２１の進行を停止させる。なお、図９（ａ）では、ランド
マークＭは、図８（ｃ）の位置で止まっているが、ランドマークＭを気管支の次なる分岐
点に予めマーキングして、そのランドマークＭにて気管支内視鏡２１の進行を停止させて
もよい。図９（ｂ）に示すように、気管支内視鏡２１の先端部分２３から延びた鉗子にラ
ンドマークＭを再度マーキングし直す。
【００７５】
　このとき、リアルタイムに表示される（気管支内視鏡２１の先端部分２３から延びた鉗
子の）３次元座標位置が関心領域ＲＯＩ１から外れそうになる。本明細書中の「関心領域
から外れるとき」とは、関心領域から実際に外れる場合のみを意味するだけでなく、関心
領域から外れそうになる場合も包含していることに留意されたい。このように、鉗子の３
次元座標位置が関心領域ＲＯＩ１から外れそうになるときに、当該３次元座標位置が収ま
るように関心領域（ＲＯＩ）を再設定する。
【００７６】
　関心領域ＲＯＩ１の設定時と同様に、コントローラ１５が関心領域（ＲＯＩ）を自動で
再設定、あるいは気管支内視鏡２１の先端部分２３の画像１４ｃに該当する画面上の箇所
にオペレータが入力部１３によりポインタを合わせて手動で入力して当該関心領域（ＲＯ
Ｉ）を手動で再設定する。図９（ｃ）において、次に再設定された関心領域（ＲＯＩ）を
符号ＲＯＩ２とする。
【００７７】
　関心領域ＲＯＩ１の設定時と同様に、再設定された関心領域ＲＯＩ２において、画像シ
フトの機能，重畳処理の機能，表示部１４へのモニタリングおよび３次元座標検出の機能
が繰り返し行うことによりシフト表示を行う。
【００７８】
　シフト表示した状態で気管支内視鏡２１を再度に進行させる。リアルタイムに表示しな
がら、気管支内視鏡２１を進行させると、図１０（ａ）に示すように、気管支の次なる分
岐点にて気管支内視鏡２１の進行を停止させる。図１０（ｂ）に示すように、気管支内視
鏡２１の先端部分２３から延びた鉗子にランドマークＭを再度マーキングし直す。
【００７９】
　同様に、リアルタイムに表示される鉗子の３次元座標位置が関心領域ＲＯＩ２から外れ
そうになる。このように、鉗子の３次元座標位置が関心領域ＲＯＩ２から外れそうになる
ときに、当該３次元座標位置が収まるように関心領域（ＲＯＩ）を再設定する。
【００８０】
　関心領域ＲＯＩ１の設定時や関心領域ＲＯＩ２の再設定時と同様に、コントローラ１５
が関心領域（ＲＯＩ）を自動で再設定、あるいは気管支内視鏡２１の先端部分２３の画像
１４ｃに該当する画面上の箇所にオペレータが入力部１３によりポインタを合わせて手動
で入力して当該関心領域（ＲＯＩ）を手動で再設定する。図１０（ｃ）において、次に再
設定された関心領域（ＲＯＩ）を符号ＲＯＩ３とする。
【００８１】
　関心領域ＲＯＩ１の設定時や関心領域ＲＯＩ２の再設定時と同様に、再設定された関心
領域ＲＯＩ３において、画像シフトの機能，重畳処理の機能，表示部１４へのモニタリン
グおよび３次元座標検出の機能が繰り返し行うことによりシフト表示を行う。
【００８２】
　シフト表示した状態で気管支内視鏡２１を再度に進行させる。リアルタイムに表示しな
がら、気管支内視鏡２１を進行させると、図１１に示すように、気管支の次なる分岐点に
て気管支内視鏡２１の進行を停止させる。このように、再設定された関心領域（ＲＯＩ）
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で、画像シフトの機能，重畳処理の機能，表示部１４へのモニタリングおよび３次元座標
検出の機能が繰り返し行うことによりシフト表示を繰り返し行う。
【００８３】
　（ステップＳ５）腫瘍到達？
　このように、気管支内視鏡２１の先端部分２３から延びた鉗子が腫瘍Ｔに到達したか否
かを判断する。なお、実際には、気管支内視鏡２１が腫瘍Ｔなどに代表される病変に届か
ない、あるいは病変が見えない可能性がある。したがって、気管支内視鏡２１を介して挿
入された鉗子が病変の手前で止まることもあれば、病変内に気管支が開存していれば鉗子
が止まらずに病変の箇所を鉗子が通り過ぎる可能性がある。このような場合には、Ｘ線透
視により得られた透視画像やＣＴで得られたＣＴ画像（例えばＣＢＣＴ右画像，ＣＢＣＴ
左画像）等で、鉗子の先端が３次元的に病変内にあることを確認するのが好ましい。以下
では、鉗子が腫瘍Ｔに到達したものとして説明する。
【００８４】
　この判断についてもコントローラ１５により自動で行ってもよいし、入力部１３により
手動で行ってもよい。もし、腫瘍Ｔに到達していなければ、ステップＳ３に戻って、シフ
ト表示を含んだステップＳ４のＲＯＩ再設定、ステップＳ５の腫瘍到達の判断を繰り返し
行う。もし、図１１に示すように、鉗子が腫瘍Ｔに到達した場合には、一連のナビゲーシ
ョンを終了する。そして、鉗子により組織（ここでは腫瘍Ｔ）を採取して生体検査を行う
。
【００８５】
　本実施例２に係るＣアーム透視撮影装置によれば、関心領域設定手段（本実施例２では
入力部１３あるいはコントローラ１５）は、局所的な関心領域（図８および図９ではＲＯ
Ｉ１）を設定し、画像シフト手段（本実施例２では画像処理部１１）は、関心領域設定手
段（入力部１３あるいはコントローラ１５）で設定された関心領域ＲＯＩ１において、（
Ｘ線に基づいて得られた）透視画像における投影方向での、Ｘ線に基づいて予め得られた
３次元画像に基づく立体視画像を、透視画像のシフトに合わせてシフトする。通常、被検
体Ｍの体動（例えば呼吸による体動）により体内の組織・構造は拡大あるいは縮小される
が、局所的な関心領域（ＲＯＩ）では拡大や縮小は無視され大きさは一定でシフトすると
見なされる。また、例えば挿入部材（各実施例では気管支内視鏡２１）を挿入しながら透
視を行う場合には、全体画像はさほど重要でなく、関心領域（ＲＯＩ）さえわかればよい
。
【００８６】
　そこで、関心領域（ＲＯＩ）において透視画像のシフトに合わせて立体視画像をシフト
することができる。また、例えば呼吸による体動の場合には、呼吸センサに同期した３次
元画像（ＣＢＣＴボリュームデータ）、あるいは複数位相毎に同期した３次元画像（ＣＢ
ＣＴボリュームデータ）を予め取得することで、体動による重畳処理に対処する手法も考
えられるが、呼吸センサが必要になったり、複数位相毎の画像を取得するために撮影回数
が増して検査時間や被曝線量や処理時間の増加などがあり実用的でない。また、被検体Ｍ
が大きく動けば、全て撮り直しという大きな無駄も生じる。本実施例２の場合には、投影
方向が変更されたときに透視画像の位置ズレ量に基づいて立体視画像の位置ズレ量を算出
して両者を重畳表示する手法とは相違し、局所的な関心領域（ＲＯＩ）では大きさは一定
と見なして立体視画像を単にシフトすることで、従来のような呼吸センサは不要で、かつ
複数位相毎に同期した３次元画像（ＣＢＣＴボリュームデータ）を予め取得することなく
、撮影回数を低減させて検査時間や被曝線量や処理時間も低減させることができる。
【００８７】
　そして、重畳処理手段（本実施例２では画像処理部１１）は、関心領域（ＲＯＩ）にお
いて、透視画像と上述の画像シフト手段（画像処理部１１）によりシフトされた立体視画
像とを重ね合わせて重畳処理する。さらに、上述の重畳処理手段（画像処理部１１）で重
畳処理された画像を表示手段（本実施例２では表示部１４のモニタ１４Ｄ）にリアルタイ
ムに表示する。一方、３次元座標位置検出手段（本実施例２ではコントローラ１５）は、
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関心領域（図８および図９ではＲＯＩ１）における３次元画像および透視画像に基づいて
、リアルタイムに表示される画面上の目的物の位置（本実施例２では気管支内視鏡２１の
先端部分２３の位置）から当該目的物の３次元座標位置を算出して検出する。
【００８８】
　上述したように、３次元画像（立体視画像）・透視画像では同じＸ線画像同士であるの
で、これらを重畳処理してリアルタイムに表示することにより、現在透視下の位置・向き
を同定することが可能になる。さらに、３次元画像およびリアルタイムの透視画像から３
次元座標位置を検出することにより、現在透視下の位置・向きを同定するのがさらに容易
になり、精度よくナビゲーションを行うことができる。
【００８９】
　本実施例２において、リアルタイムに表示される３次元座標位置が関心領域（図８～図
１１ではＲＯＩ１～ＲＯＩ３）から外れるときに、当該３次元座標位置が収まるように関
心領域を再設定する関心領域再設定手段（本実施例２では入力部１３あるいはコントロー
ラ１５）を備え、その関心領域再設定手段（入力部１３あるいはコントローラ１５）で再
設定された関心領域ＲＯＩ２，ＲＯＩ３で、画像シフト手段（画像処理部１１），重畳処
理手段（画像処理部１１），表示手段（表示部１４のモニタ１４Ｄ）および３次元座標位
置検出手段（コントローラ１５）は繰り返し行うのが好ましい。
【００９０】
　上述の関心領域再設定手段（入力部１３あるいはコントローラ１５）で再設定された関
心領域ＲＯＩ２，ＲＯＩ３で、画像シフト手段（画像処理部１１），重畳処理手段（画像
処理部１１），表示手段（表示部１４のモニタ１４Ｄ）および３次元座標位置検出手段（
コントローラ１５）は繰り返し行うことで、例えば挿入部材（気管支内視鏡２１）を挿入
しながら透視を行う場合において３次元座標位置が変動する場合に当該位置を追いながら
ナビゲートすることができる。また、ナビゲートしながら関心領域（ＲＯＩ）も再設定を
繰り返しながら当該位置に追従するので、当該位置を追いながら精度よくナビゲーション
を行うことができる。
【実施例３】
【００９１】
　次に、図面を参照してこの発明の実施例３を説明する。上述した実施例１、２と共通す
る箇所については、同じ符号を付してその説明を省略する。また、図１に示すように、本
実施例３に係るＣアーム透視撮影装置は、実施例１、２に係るＣアーム透視撮影装置と同
じ構成である。
【００９２】
　本実施例３では、上述した実施例１と上述した実施例２とを両方組み合わせている。
　すなわち、実施例２において、実施例１と同様のステレオグラム画像作成手段（実施例
１では画像処理部１１）と立体視画像作成手段（実施例１では画像処理部１１）とを備え
た構造が本実施例３の構造である。実施例２における画像シフト手段（実施例２では画像
処理部１１）において、透視画像をステレオグラム画像に限定することで、本実施例３で
は、画像シフト手段（画像処理部１１）は、関心領域（ＲＯＩ）において、上述の立体視
画像作成手段（画像処理部１１）でそれぞれ作成された立体視画像を、ステレオグラム画
像のシフトに合わせてシフトしている。
【００９３】
　また、実施例２における重畳処理手段（実施例２では画像処理部１１）において、透視
画像をステレオグラム画像に限定することで、本実施例３では、重畳処理手段（画像処理
部１１）は、関心領域（ＲＯＩ）において、ステレオグラム画像と画像シフト手段により
シフトされた立体視画像とを各々の投影方向ごとに重ね合わせて重畳処理している。言い
換えれば、実施例１における重畳処理手段（実施例１でも画像処理部１１）において、関
心領域（ＲＯＩ）に限定することで、本実施例３では、関心領域（ＲＯＩ）において、ス
テレオグラム画像と画像シフト手段（画像処理部１１）によりシフトされた立体視画像と
を各々の投影方向ごとに重ね合わせて重畳処理することになる。
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【００９４】
　また、実施例２や本実施例３における表示手段（実施例２では表示部１４のモニタ１４
Ｄ）は、実施例１における表示手段（表示部１４のモニタ１４Ｄ）と同様に、重畳処理手
段（画像処理部１１）で重畳処理された画像をリアルタイムに表示する。また、実施例２
における３次元座標位置検出手段（実施例２ではコントローラ１５）において、透視画像
をステレオグラム画像に限定することで、本実施例３では、３次元座標位置検出手段（コ
ントローラ１５）は、関心領域（ＲＯＩ）における３次元画像およびステレオグラム画像
に基づいて３次元座標位置を算出して検出する。言い換えれば、実施例１における３次元
座標位置検出手段（実施例１でもコントローラ１５）において、関心領域（ＲＯＩ）に限
定して、基となるデータにステレオグラム画像の他にも３次元画像を追加することで、本
実施例３では、関心領域（ＲＯＩ）における３次元画像およびステレオグラム画像に基づ
いて３次元座標位置を算出して検出することになる。それ以外の作用・効果については、
実施例１と実施例２とを組み合わせたものであるので、その説明について省略する。
【００９５】
　上述した実施例１と同様に、本実施例３では、ステレオグラム透視を行うことにより、
その都度に視差を互いにつけた２つの透視画像（透視右画像，透視左画像）をリアルタイ
ムに取得し、ステレオグラム画像を作成する。
【００９６】
　この発明は、上記実施形態に限られることはなく、下記のように変形実施することがで
きる。
【００９７】
　（１）上述した各実施例では、図１に示すようにＣアーム透視撮影装置であったが、映
像系が天井面あるいは壁面に対して固定式の透視撮影装置に適用してもよいし、外科用Ｘ
線装置に適用してもよい。また映像系を構成するＸ線管とＸ線検出器との配置を入れ替え
構成した装置であってもよい。
【００９８】
　（２）上述した各実施例では、気管支内視鏡を被検体の気管支に挿入して気管支に関す
る診断を行ったが、被検体の診断あるいは治療を行う医療用Ｘ線装置であれば、上述した
ように、血管造影のようにカテーテルやワイヤを目的部位まで血管中に挿入して診断ある
いは治療を行ってもよいし、放射線治療計画のように、線源挿入用アプリケータを治療部
位まで挿入して線源や模擬線源による治療計画を行ってもよい。例えば、小線源用の粒（
「シード（Seed）」とも呼ばれる）などを体内に植え込んだ場合には、植え込まれたシー
ドを基にその後に挿入するシードの位置を考える等の治療計画などがある。
【００９９】
　（３）上述した各実施例では、図４に示すような交差法により視差を付与する方法を採
用したが、図１２に示すように平行法により視差を付与してもよい。
【０１００】
　（４）上述した各実施例では、図２に示すように、パルスで焦点切り換えを行うステレ
オＸ線管球をＸ線管２として採用したが、図１３に示すように、１つの焦点を有した通常
のＸ線管２を採用してもよい。３次元画像を取得する場合には、図１３（ａ）に示すよう
に映像系４を各方向（例えば矢印ＲＡ方向に約２００°回転）に動かして行い、透視画像
を取得する場合には、図１３（ｂ）に示すように視差をつけない透視画像をリアルタイム
に取得して行えばよい。図１３の構成は上述した実施例２のようにステレオグラム画像に
限定しない場合に有用である。
【０１０１】
　（５）上述した実施例１、３では、ステレオグラム透視を行うことにより、その都度に
視差を互いにつけた２つの透視画像をリアルタイムに取得し、ステレオグラム画像を作成
したが、ステレオグラム透視に限定されない。例えば、図２（ａ）あるいは図１３（ａ）
で得られた３次元画像に基づいて、リアルタイムでの透視により得られた１つの元の透視
画像から、当該元の透視画像と当該元の透視画像の投影方向に視差をつけた透視画像とか
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）通常の透視を行うことにより、その都度に１つの元の透視画像をリアルタイムに取得す
る。そして、当該元の透視画像から、当該元の透視画像と当該元の透視画像の投影方向に
視差をつけた透視画像とからなるステレオグラム画像を作成する。この場合には、図１３
のような１つの焦点を有した通常のＸ線管２を備えた構成でもステレオグラム画像を作成
することが可能である。
【０１０２】
　（６）上述した各実施例では、透視画像を取得する場合においても、３次元画像を取得
する場合においても、図２に示すように同じ装置を利用したが、３次元画像を取得する場
合にＸ線ＣＴ装置などに代表される別の装置（外部装置）を用いて行い、透視時のみ医療
用Ｘ線装置を用いて行ってもよい。ただし、時間を置かずに撮影・透視を続けて行う点や
、より正確にナビゲーションを行う点では、同じ装置の方が好ましい。
【０１０３】
　（７）上述した実施例２、３では、透視画像やステレオグラム画像の表示位置を固定し
て、これらの画像のシフトに合わせて関心領域（ＲＯＩ）での立体視画像をシフトし、透
視画像やステレオグラム画像とシフトされた立体視画像とを重ね合わせて重畳処理したが
、逆であってもよい。すなわち、立体視画像の表示位置を固定して、その固定された立体
視画像の表示位置に合わせて関心領域（ＲＯＩ）での透視画像やステレオグラム画像をシ
フトし、立体視画像とシフトされた透視画像やステレオグラム画像とを重ね合わせて重畳
処理してもよい。この場合には、透視画像やステレオグラム画像がシフトしたとしても、
固定された立体視画像の位置に合わせて透視画像やステレオグラム画像をシフトするので
、透視画像やステレオグラム画像がシフトしたとしても、固定された立体視画像の位置に
透視画像やステレオグラム画像を常に位置させて、透視画像やステレオグラム画像があた
かも静止しているように見える。また、実施例２では、周期表示をロック（固定）したが
、この変形例（７）では周期表示をロック（固定）しなくとも、より細かいフレームレー
トで重畳処理後の画像を表示することができるという効果をも奏する。
【０１０４】
　（８）上述した実施例２、３では、リアルタイムに表示される３次元座標位置が関心領
域（ＲＯＩ１～ＲＯＩ３）から外れるときに、当該３次元座標位置が収まるように関心領
域を再設定する関心領域再設定手段を備えたが、３次元座標位置を追わない場合には、必
ずしも関心領域再設定手段を備える必要はない。
【符号の説明】
【０１０５】
　１１　…　画像処理部
　１３　…　入力部
　１４　…　表示部
　１４Ｄ　…　モニタ
　１５　…　コントローラ
　２１　…　気管支内視鏡
　ＲＯＩ　…　関心領域
　Ｍ　…　被検体
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【図１１】

【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月19日(2015.2.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出されたＸ線に基づいて透視画像をリアルタイムに表示して診断・治療を行う医療用
Ｘ線装置であって、
　投影方向に視差を互いにつけた２つの透視画像からなるステレオグラム画像を作成する
ステレオグラム画像作成手段と、
　Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像において、前記ステレオグラム画像作成手段に
より作成された前記ステレオグラム画像における各々の投影方向での前記３次元画像に基
づく立体視画像をそれぞれ作成する立体視画像作成手段と、
　各々の投影方向での前記ステレオグラム画像と前記立体視画像作成手段でそれぞれ作成
された前記立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する重畳処理手段と、
　その重畳処理手段で重畳処理された画像をリアルタイムに表示する表示手段と、
　を備えることを特徴とする医療用Ｘ線装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の医療用Ｘ線装置において、
　前記ステレオグラム画像作成手段により作成された前記ステレオグラム画像に基づいて
、リアルタイムに表示される画面上の目的物の位置から当該目的物の３次元座標位置を算
出して検出する３次元座標位置検出手段を備えることを特徴とする医療用Ｘ線装置。
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【請求項３】
　検出されたＸ線に基づいて透視画像をリアルタイムに表示して診断・治療を行う医療用
Ｘ線装置であって、
　局所的な関心領域を設定する関心領域設定手段と、
　（１）その関心領域設定手段で設定された前記関心領域において、前記透視画像におけ
る投影方向での、Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像に基づく立体視画像を、前記透
視画像のシフトに合わせてシフトする、もしくは（２）その関心領域設定手段で設定され
た前記関心領域において、前記透視画像における投影方向での、Ｘ線に基づいて予め得ら
れた３次元画像に基づく立体視画像を固定し、その固定された立体視画像の位置に合わせ
て前記透視画像をシフトする画像シフト手段と、
　前記関心領域において、（１）前記透視画像と前記画像シフト手段によりシフトされた
前記立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する、もしくは（２）前記立体視画像と前記画
像シフト手段によりシフトされた前記透視画像とを重ね合わせて重畳処理する重畳処理手
段と、
　その重畳処理手段で重畳処理された画像をリアルタイムに表示する表示手段と、
　を備えることを特徴とする医療用Ｘ線装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の医療用Ｘ線装置において、
　前記関心領域における前記３次元画像および前記透視画像に基づいて、リアルタイムに
表示される画面上の目的物の位置から当該目的物の３次元座標位置を算出して検出する３
次元座標位置検出手段を備えることを特徴とする医療用Ｘ線装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の医療用Ｘ線装置において、
　リアルタイムに表示される前記３次元座標位置が前記関心領域から外れるときに、当該
３次元座標位置が収まるように関心領域を再設定する関心領域再設定手段を備え、
　その関心領域再設定手段で再設定された関心領域で、前記画像シフト手段による画像の
シフト，前記重畳処理手段による重畳処理，前記表示手段によるリアルタイム表示および
前記３次元座標位置検出手段による目的物の３次元座標位置の検出を繰り返し行うことを
特徴とする医療用Ｘ線装置。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載の医療用Ｘ線装置において、
　投影方向に視差を互いにつけた２つの透視画像からなるステレオグラム画像を作成する
ステレオグラム画像作成手段と、
　前記３次元画像において、前記ステレオグラム画像作成手段により作成された前記ステ
レオグラム画像における各々の投影方向での前記３次元画像に基づく立体視画像をそれぞ
れ作成する立体視画像作成手段と
　を備え、
　前記画像シフト手段は、（１）前記関心領域において、前記立体視画像作成手段でそれ
ぞれ作成された前記立体視画像を、前記ステレオグラム画像のシフトに合わせてシフトす
る、もしくは（２）前記関心領域において、前記立体視画像作成手段でそれぞれ作成され
た前記立体視画像を固定し、その固定された立体視画像の位置に合わせて前記ステレオグ
ラム画像をシフトし、
　前記重畳処理手段は、前記関心領域において、（１）前記ステレオグラム画像と前記画
像シフト手段によりシフトされた前記立体視画像とを各々の投影方向ごとに重ね合わせて
重畳処理する、もしくは（２）前記立体視画像と前記画像シフト手段によりシフトされた
前記ステレオグラム画像とを各々の投影方向ごとに重ね合わせて重畳処理し、
　前記表示手段は、前記重畳処理手段で重畳処理された画像をリアルタイムに表示し、
　前記３次元座標位置検出手段は、前記関心領域における前記３次元画像および前記ステ
レオグラム画像に基づいて前記３次元座標位置を算出して検出する
　ことを特徴とする医療用Ｘ線装置。
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【請求項７】
　請求項１、請求項２、および請求項６のいずれかに記載の医療用Ｘ線装置において、
　前記ステレオグラム画像作成手段は、前記投影方向に視差を互いにつけたリアルタイム
での透視によりそれぞれ得られ、かつ当該視差を互いにつけた２つの透視画像からなる前
記ステレオグラム画像を作成することを特徴とする医療用Ｘ線装置。
【請求項８】
　請求項１、請求項２、および請求項６のいずれかに記載の医療用Ｘ線装置において、
　前記ステレオグラム画像作成手段は、前記３次元画像に基づいて、リアルタイムでの透
視により得られた１つの元の透視画像から、当該元の透視画像と当該元の透視画像の投影
方向に視差をつけた透視画像とからなる前記ステレオグラム画像を作成することを特徴と
する医療用Ｘ線装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれかに記載の医療用Ｘ線装置において、
　前記３次元座標位置検出手段は、診断・治療の対象となる被検体の体内に挿入される挿
入部材の先端部分の位置を前記３次元座標位置として検出することを特徴とする医療用Ｘ
線装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の医療用Ｘ線装置において、
　前記挿入部材は、内視鏡，線源挿入用アプリケータ，模擬線源あるいはカテーテルワイ
ヤであることを特徴とする医療用Ｘ線装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　このような知見に基づくこの発明は、次のような構成をとる。
　すなわち、この発明に係る医療用Ｘ線装置（前者の発明）は、検出されたＸ線に基づい
て透視画像をリアルタイムに表示して診断・治療を行う医療用Ｘ線装置であって、投影方
向に視差を互いにつけた２つの透視画像からなるステレオグラム画像を作成するステレオ
グラム画像作成手段と、Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像において、前記ステレオ
グラム画像作成手段により作成された前記ステレオグラム画像における各々の投影方向で
の前記３次元画像に基づく立体視画像をそれぞれ作成する立体視画像作成手段と、各々の
投影方向での前記ステレオグラム画像と前記立体視画像作成手段でそれぞれ作成された前
記立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する重畳処理手段と、その重畳処理手段で重畳処
理された画像をリアルタイムに表示する表示手段とを備えることを特徴とするものである
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　そして、重畳処理手段は、各々の投影方向でのステレオグラム画像と上述の立体視画像
作成手段でそれぞれ作成された立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する。さらに、上述
の重畳処理手段で重畳処理された画像を表示手段にリアルタイムに表示する。上述したよ
うに、３次元画像（立体視画像）・透視画像（ここではステレオグラム画像）では同じＸ
線画像同士であるので、これらを重畳処理してリアルタイムに表示することにより、現在
透視下の位置・向きを同定することが可能になる。
　また前者の発明において、ステレオグラム画像作成手段により作成されたステレオグラ
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ム画像に基づいて、リアルタイムに表示される画面上の目的物の位置から当該目的物の３
次元座標位置を算出して検出する３次元座標位置検出手段を備えることが好ましい。３次
元座標位置検出手段は、ステレオグラム画像作成手段により作成されたステレオグラム画
像に基づいて、リアルタイムに表示される画面上の目的物の位置から当該目的物の３次元
座標位置を算出して検出する。リアルタイムのステレオグラム画像から３次元座標位置を
検出することにより、現在透視下の位置・向きを同定するのがさらに容易になり、精度よ
くナビゲーションを行うことができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、この発明に係る医療用Ｘ線装置（後者の発明）は、検出されたＸ線に基づいて透
視画像をリアルタイムに表示して診断・治療を行う医療用Ｘ線装置であって、局所的な関
心領域を設定する関心領域設定手段と、（１）その関心領域設定手段で設定された前記関
心領域において、前記透視画像における投影方向での、Ｘ線に基づいて予め得られた３次
元画像に基づく立体視画像を、前記透視画像のシフトに合わせてシフトする、もしくは（
２）その関心領域設定手段で設定された前記関心領域において、前記透視画像における投
影方向での、Ｘ線に基づいて予め得られた３次元画像に基づく立体視画像を固定し、その
固定された立体視画像の位置に合わせて前記透視画像をシフトする画像シフト手段と、前
記関心領域において、（１）前記透視画像と前記画像シフト手段によりシフトされた前記
立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する、もしくは（２）前記立体視画像と前記画像シ
フト手段によりシフトされた前記透視画像とを重ね合わせて重畳処理する重畳処理手段と
、その重畳処理手段で重畳処理された画像をリアルタイムに表示する表示手段とを備える
ことを特徴とするものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　そして、重畳処理手段は、関心領域において、（１）透視画像と上述の画像シフト手段
によりシフトされた立体視画像とを重ね合わせて重畳処理する。もしくは、関心領域にお
いて、（２）立体視画像と上述の画像シフト手段によりシフトされた透視画像とを重ね合
わせて重畳処理する。さらに、上述の重畳処理手段で重畳処理された画像を表示手段にリ
アルタイムに表示する。上述したように、３次元画像（立体視画像）・透視画像では同じ
Ｘ線画像同士であるので、これらを重畳処理してリアルタイムに表示することにより、現
在透視下の位置・向きを同定することが可能になる。
　また後者の発明において、関心領域における３次元画像および透視画像に基づいて、リ
アルタイムに表示される画面上の目的物の位置から当該目的物の３次元座標位置を算出し
て検出する３次元座標位置検出手段を備えることが好ましい。３次元座標位置検出手段は
、関心領域における３次元画像および透視画像に基づいて、リアルタイムに表示される画
面上の目的物の位置から当該目的物の３次元座標位置を算出して検出する。３次元画像お
よびリアルタイムの透視画像から３次元座標位置を検出することにより、現在透視下の位
置・向きを同定するのがさらに容易になり、精度よくナビゲーションを行うことができる
。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　後者の発明において、リアルタイムに表示される３次元座標位置が関心領域から外れる
ときに、当該３次元座標位置が収まるように関心領域を再設定する関心領域再設定手段を
備え、その関心領域再設定手段で再設定された関心領域で、前記画像シフト手段による画
像のシフト，前記重畳処理手段による重畳処理，前記表示手段によるリアルタイム表示お
よび前記３次元座標位置検出手段による目的物の３次元座標位置の検出を繰り返し行うの
が好ましい。上述の関心領域再設定手段で再設定された関心領域で、前記画像シフト手段
による画像のシフト，前記重畳処理手段による重畳処理，前記表示手段によるリアルタイ
ム表示および前記３次元座標位置検出手段による目的物の３次元座標位置の検出を繰り返
し行うことで、例えば挿入部材を挿入しながら透視を行う場合において３次元座標位置が
変動する場合に当該位置を追いながらナビゲートすることができる。また、ナビゲートし
ながら関心領域も再設定を繰り返しながら当該位置に追従するので、当該位置を追いなが
ら精度よくナビゲーションを行うことができる。
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